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平
成
26
度
競
争
入
札

参
加
資
格
申
請
書
の
受
付

を
行
い
ま
す

　
国
東
市
が
発
注
す
る
工
事
・

建
設
コ
ン
サ
ル
・
物
品
購
入
・

役
務
の
提
供
等
に
係
る
競
争
入

札
に
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
競
争
入
札
参
加
資
格
申
請

書
の
提
出
が
必
要
で
す
。（
た

だ
し
、
昨
年
、
申
請
書
を
提
出

さ
れ
て
い
る
方
で
、
平
成
26
年

度
末
ま
で
競
争
入
札
参
加
資
格

を
有
す
る
方
は
今
回
の
提
出
は

不
要
で
す
。）

　
詳
し
く
は
国
東
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

受
付
期
間
　

《
県
内
建
設
業
者
》

１
月
６
日

（月）
～
２
月
28
日

（金）

《
県
外
建
設
業
者
・
建
設
コ
ン
サ

ル
・
物
品
購
入
・
役
務
の
提
供
等
》

２
月
３
日

（月）
～
２
月
28
日

（金）

※
物
品
購
入
・
役
務
の
提
供
等

に
つ
い
て
は
、
随
時
受
付
も
可

能
で
す
。

資
格
有
効
期
間

《
県
内
・
県
外
建
設
業
者
》

４
月
１
日
～

平
成
28
年
３
月
31
日（
２
年
間
）

《
建
設
コ
ン
サ
ル
・
物
品
購
入
・

役
務
の
提
供
等
》

４
月
１
日
～

平
成
27
年
３
月
31
日（
１
年
間
）

申
・
問
　
契
約
検
査
課

☎
０
９
７
８

−

72

−

１
１
１
１

（
内
線
２
２
２
・
２
２
３
）

「
世
界
農
業
遺
産
認
定

記
念
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
」

ご
購
入
の
方
へ

　
商
品
券
の
有
効
期
限
は
平
成

26
年
２
月
15
日

（土）
で
す
。

　
有
効
期
限
を
過
ぎ
た
商
品
券

は
ご
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

使
い
忘
れ
の
な
い
よ
う
お
早
目

に
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

問
　
国
東
市
商
工
会

☎
０
９
７
８

−

72

−

２
０
０
０

健
康
診
査
は

受
け
ま
し
た
か
？

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
さ
れ
て
い
る
方
を
対
象
に
、

糖
尿
病
等
の
生
活
習
慣
病
の
早

期
発
見
、
早
期
治
療
の
た
め
、

健
康
診
査
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　
す
で
に
生
活
習
慣
病
等
の
治

療
を
定
期
的
に
さ
れ
て
い
る
方

や
、
本
年
度
特
定
健
診
又
は
そ

れ
に
相
当
す
る
健
診
を
受
診
さ

れ
た
方
は
、
必
ず
し
も
受
診
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

受
診
券
の
有
効
期
限

３
月
31
日

（月）

健
診
時
に
持
参
す
る
も
の

健
康
診
査
受
診
券
と
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証

問県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
９
７

−

５
３
４

−

１
７
７
１

（代）

市
民
健
康
課
　
国
保
年
金
係

☎
０
９
７
８

−

72

−

１
１
１
１

（
内
線
１
２
３
）

エ
コ
暖
ラ
イ
フ

暖
房
時
の
室
温
は
20
℃
に

　
大
分
県
で
は
、
四
季
を
通
じ

た
省
エ
ネ
・
省
資
源
型
の
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
の
実
践
を
呼
び
か

け
る「
四
季
折
々
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
」
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
「
冬
・
エ
コ
暖
ラ
イ
フ
」の

テ
ー
マ
は
、「
暖
房
時
の
室
内

温
度
は
20
℃
に
」
で
す
。
暖
房

設
備
に
頼
り
す
ぎ
ず
、「
重
ね

着
」や「
食
事
」
な
ど
身
体
を
暖

か
く
す
る
工
夫
で
節
電
し
、
地

球
に
や
さ
し
い
エ
コ
ラ
イ
フ
を

実
践
し
ま
し
ょ
う
。

　
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は「
暖

を
と
る
智
恵
」を
募
集
し
て
い

ま
す
。「
大
分
県
　
エ
コ
暖
」で

検
索
！

問
　
県
地
球
環
境
対
策
課

☎
０
９
７

−

５
０
６

−

３
０
２
４

病
害
虫
の
ま
ん
延
防
止
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
沖
縄
県
の
全
域
、
鹿
児
島
県

の
奄
美
群
島
及
び
ト
カ
ラ
列

島
、
東
京
都
の
小
笠
原
諸
島
に

は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
に
被
害

を
与
え
る
害
虫
が
、
ま
た
、
沖

縄
県
の
全
域
及
び
鹿
児
島
県
の

徳
之
島
、
沖
永
良
部
島
及
び
与

論
島
に
は
カ
ン
キ
ツ
類
な
ど
に

被
害
を
与
え
る
病
気
が
発
生
し

て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
病
害
虫
の
ま
ん
延

を
防
止
す
る
た
め
、
サ
ツ
マ
イ

モ
の
茎
葉
や
地
下
部
（
イ
モ
そ

の
も
の
）、
カ
ン
キ
ツ
類
の
苗

木
や
穂
木
な
ど
の
植
物
は
、
法

律
に
よ
り
対
象
地
域
か
ら
の
持

ち
出
し
が
規
制
さ
れ
て
い
ま

す
。
違
反
す
る
と
罰
せ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　
移
動
規
制
の
対
象
地
域
か
ら

持
ち
出
せ
な
い
植
物
が
届
い
た

場
合
に
は
、
植
物
防
疫
所
に
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問農
林
水
産
省
門
司
植
物
防
疫
所

鹿
児
島
支
所
大
分
出
張
所

☎
０
９
７

−

５
２
１

−

２
６
９
０

募
　
集

第
６
回
全
国
夢
一
文
字

コ
ン
テ
ス
ト

　
今
年
の
夢
や
目
標
を

一
文
字
で
！
　

応
募
方
法
　
往
復
は
が
き
に
今

年
の
決
意
の
一
文
字
を
毛
筆
で

書
い
て
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

返
信
に
は
自
分
の
住
所
・
氏
名

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し

く
は
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

部
門

小
中
学
生
の
部
（
学
校
名
と
学

年
を
記
入
）、高
校
大
学
の
部
（
学

校
名
と
学
年
を
記
入
）、
一
般
の

部募
集
期
限

１
月
31
日

（金）
　
消
印
有
効

申
・
問

〒
８
７
３

−

０
４
０
５

国
東
市
武
蔵
町
麻
田
４
１
９

−

１

岩
光
　
侃
　
方

全
国
夢
一
文
字コ

ン
テ
ス
ト
事
務
局

☎
０
９
７
８

−

64

−

６
１
０
２

講
　
習

点
訳
・
音
訳
奉
仕
員

養
成
講
習
会

　
視
覚
障
が
い
者
の
方
々
に
提

供
す
る
点
字
図
書
及
び
録
音
図

書
の
製
作
等
に
協
力
し
て
い
た

だ
く
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
次
の
と
お
り
大
分

県
点
字
図
書
館
で
養
成
講
習
会

（
受
講
料
無
料
）が
開
催
さ
れ
ま

す
の
で
、
希
望
者
は
往
復
ハ
ガ

キ
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

点
訳
奉
仕
員
養
成
講
習
会

期
間

４
月
～
３
月（
40
回
程
度
）

日
時

毎
週
金
曜
日
　
午
前
10
時
～
12
時

募
集
人
員
　
15
名
程
度

（
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

音
訳
奉
仕
員
養
成
講
習
会

期
間

４
月
～
３
月（
40
回
程
度
）

日
時

毎
週
火
曜
日
　
午
前
10
時
～
12
時

募
集
人
員
　
20
名
程
度

（
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

申
込
期
限
　
２
月
15
日

（土）

申
・
問

社
会
福
祉
法
人
　
大
分
県
盲
人

協
会
　
大
分
県
点
図
書
館

☎
０
９
７

−

５
３
８

−

０
３
９
９

小
型
船
舶
操
縦
免
許
証

更
新
・
失
効
講
習

対
象
　
有
効
期
限
が
１
年
２
カ

月
以
内
に
切
れ
る
免
許
証
お
よ

び
失
効
し
た
免
許
証

日
時

２
月
15
日

（土）
　
午
後
２
時
30
分

場
所

ア
ス
ト
く
に
さ
き
中
会
議
室

料
金

更
新
講
習
　
９
、０
０
０
円

失
効
講
習
　
１
５
、０
０
０
円

申
・
問
　
入
枝
海
事
事
務
所

☎
０
９
９

−

２
８
１

−
７
７
５
３

相
　
談

労
務
・
年
金
相
談

　
商
工
会
は
事
業
所
や
市
民
の

方
を
対
象
に
労
務
・
年
金
相
談

会
を
行
い
ま
す
。（
初
回
無
料
）

日
時

１
月
21
日

（火）

午
前
10
時
～
午
後
３
時

場
所

国
東
市
商
工
会
武
蔵
支
所
及
び

安
岐
支
所

相
談
対
応
　
社
会
保
険
労
務
士

※
当
日
の
申
込
み
も
可
能
で
す

申
・
問
　
国
東
市
商
工
会

☎
０
９
７
８

−

72

−

２
０
０
０

悩
ま
ず

ど
ん
と
こ
い
労
働
相
談

　
大
分
県
労
働
委
員
会
で
は
、

解
雇
、
賃
金
未
払
い
、
労
働
条

件
な
ど
の
労
使
間
ト
ラ
ブ
ル
に

つ
い
て
の
相
談
を
無
料
で
お
受

け
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

期
間
　
２
月
３
日

（月）
～
９
日

（日）

受
付
時
間

平
日

午
前
９
時
～
午
後
８
時

（
来
所
は
午
後
６
時
30
分
ま
で

受
付
）

土
・
日

午
前
９
時
～
午
後
５
時

（
来
所
は
午
後
４
時
ま
で
受
付
）

相
談
方
法
　

電
話
相
談

☎
０
９
７

−

５
３
６

−

３
６
５
０

来
所
相
談

労
働
委
員
会
事
務
局

（
県
庁
舎
本
館
７
階
）

問
　
大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局

☎
０
９
７

−

５
０
６

−

５
２
５
１

境
界
ト
ラ
ブ
ル

休
日
相
談
所（
無
料
）

日
時

２
月
９
日

（日）

午
前
10
時
～
午
後
３
時

場
所
　
ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
大
分

４
０
５
会
議
室

大
分
地
方
法
務
局
佐
伯
・
中
津
・

宇
佐
・
日
田
の
各
支
局

担
当
者
　
法
務
局
職
員
、
土
地

家
屋
調
査
士

問大
分
地
方
法
務
局
地
図
整
備
・

筆
界
特
定
室

☎
０
９
７

−

５
３
２

−

３
３
４
２

求
人
情
報

市
内
で
働
き
ま
せ
ん
か
？

従
業
員
を
募
集
中
で
す

◆
国
見
病
院
（
管
理
栄
養
士
）

◆
富
来
郵
便
局（
窓
口
・
郵
便

集
配
営
業
）
◆
太
洋
プ
レ
コ

ン（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
製
造

工
）
◆
テ
オ
リ
ッ
ク（
プ
ロ
グ

ラ
マ
ー
・
機
械
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
）

◆
明
和（
測
量
・
土
木
工
事
・
Ｃ

Ａ
Ｄ
オ
ペ
・
書
類
作
成
）
◆
堀

田
医
院（
介
護
職
員
）
◆
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
る
か
ぜ

（
理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
）

◆
江
本
組（
土
木
作
業
員
）
◆

テ
ィ
・
エ
フ
・
シ
ー
（
ド
コ
モ

シ
ョ
ッ
プ
国
東
店
窓
口
）
◆
石

田
製
綱（
一
般
管
理
事
務
）
◆

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
セ
ブ
ン
国
東

店（
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
店
員
）

◆
三
浦
建
設
（
現
場
監
督
員
）

◆
山
口
水
道
工
業（
営
業
）
◆

く
に
さ
き
の
郷（
介
護
職
）
◆

県
東
部
振
興
局
（
事
務
補
助
）

◆
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

大
地（
正
准
看
護
師（
東
日
本
大

震
災
被
災
者
専
用
求
人
）・
正

准
看
護
師
・
作
業
療
法
士
・
看

護
助
手
）
◆
大
分
の
空
６
３
４

（
調
理
）
◆
Ｂ

−

Ｐ
ａ
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ

（
医
療
健
康
器
具
組
立
）
◆
京

製
メ
ッ
ク（
設
計
技
術
者
）
◆

パ
ス
カ
ル
大
分（
フ
ォ
ー
ク
リ

フ
ト
作
業
員
）
◆
徳
丸
綜
合
建

設（
土
木
技
師
）
◆
安
岐
の
郷

（
正
・
准
看
護
師
）◆
後
藤
組（
土

木
施
工
管
理
技
術
者
・
道
路
舗

装
監
督
）
◆
ケ
ー
ア
ン
ド
ケ
ー

（
製
品
検
査
組
立
）
◆
宝
工
業

（
機
械
加
工
）

　
以
上
の
求
人
は
12
月
12
日
現

在
の
国
東
市
関
係
の
一
部
で

す
。

問
い
合
わ
せ

別
府
公
共
職
業
安
定
所
　

　
国
東
地
域
ふ
る
さ
と

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

国
東
町
鶴
川
１
３
３
４

☎
０
９
７
８

−

72

−

０
９
５
２


